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第３回新株予約権（ストックオプション）の消却に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、当社発行の第３回新株予約権の消却について決議いたしましたので、

お知らせいたします｡ 

 

 

記 

 

１．新株予約権を消却する理由 

当社は、平成16年７月２日発行の当社第３回新株予約権（ストックオプション）が、本日開催の第47回定

時株主総会において㈱共立との経営統合に伴う株式移転の議案が承認されたことにより同新株予約権の取得の

条件に該当することとなったため、当社にて無償で取得し、会社法第276条に基づき新株予約権の消却を行な

うものです。 

 

２．消却の対象となる新株予約権の概要 

 （1）発行した新株予約権の総数 477個 

 （2）発行した新株予約権の目的たる株式の種類および数 普通株式477,000株 

 （3）発行価額 無償 

 （4）消却する新株予約権の数 ２５８個  

 （5）行使価額 232円 

 （6）新株予約権の行使可能期間 平成18年７月１日から平成21年６月30日 

 （7）付与対象者 当社役職員 

  
３．消却の実行日 

  平成20年９月30日  

 

 

 

 

以  上 


